
1 下関市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）とは

地球温暖化対策の推進に関する法律第２１条に規定される、地球温暖化対策に関して地方自治体が策

定する計画です。下関市域から排出される温室効果ガス排出量の削減等を行うための施策に関する事項

を定め、市民、事業者、行政等各主体による取組を総合的かつ計画的に推進することを目的とします。

２ 計画の基本的事項

本計画の対象範囲は、下関市域全域とします。また、市民、事業者等、行政を取組の主体とします。

◆基準年度：2013年度（平成25年度）

◆計画期間：2019年度（令和元年度）から2030年度（令和12年度）まで

◆中期目標年度：2030年度（令和12年度）

◆長期目標年度：2050年度（令和32年度）

３ 温室効果ガス排出量の削減目標

国の温室効果ガス削減目標、そして「ゼロカーボンシティしものせき」宣言を踏まえ、中期目標とし

て2030年度における温室効果ガス排出量を2013年度比46％削減（1,931千ｔ－CO2）とします。

更に、国の長期目標である「2050年脱炭素社会の実現」に向けて、また、本市の目指す将来像に向

けて長期目標を「2050年度までに温室効果ガス排出量を実質ゼロとする」こととし、「ゼロカーボン

シティしものせき」の実現に挑戦します。
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４ 計画の体系

地球温暖化対策の中心となる６つの「基本施策」と、基本施策の内容を具体的に示した2８の「具体

的施策」を設定します。また、施策を実効性を持って推進するため、更に具体的な個別の実施計画を策

定し、事業を展開します。

5 地球温暖化対策の施策

温室効果ガス排出量削減のための緩和策（基本施策１～５）と、気候変動適応のための適応策（基本

施策６）を柱とし、２８の具体的施策により地球温暖化対策に取り組みます。

20 農業用ため池や農業用用排水路等の整備の検討

21 水質等の継続的モニタリング調査の実施

22 被害状況を踏まえた鳥獣の計画的な管理の検討

23 海草藻場の適切な維持管理の推進

24 堤防や洪水調整施設、下水道・雨水排水施設等の整備

25 災害に関する情報発信の推進

26 熱中症予防・対処に関する情報提供

27 感染症の媒介蚊に対する発生動向の予測・調査

28 災害時等における優先業務の整理と体制整備

基本施策６

気候変動への適応策

1 地球にやさしい脱炭素型ライフスタイルの普及・啓発

2 脱炭素・環境配慮に向けた事業者の取組推進

3 電気自動車等の普及促進

基本施策１

地球にやさしい市民・事業者の活動の推進

4 まちの機能の向上や脱炭素型のまちの形成

5 環境負荷を低減する交通体系の推進

6 最新技術を活用した脱炭素化まちづくり

7 緑地の保全、緑化の推進

基本施策２

脱炭素に取り組むまちづくり

8 地域の特色を活かした最大限の再エネ発電の普及促進

9 地域と共生する再エネ発電の取組

10 安定的な電力の利用

11 再エネの活用による地域課題の解決

12 新たなエネルギーの活用検討

基本施策３

持続可能なエネルギーの利用促進

13 ４Rの推進

14 既存建築物や木材資源の有効活用

15 廃棄物処理施設における脱炭素化

基本施策４

廃棄物の削減や資源の活用

16 学校における環境教育の推進

17 幅広い場における環境学習の促進

18 多様な主体の参加・連携・協働

19 環境情報の発信・共有

基本施策５

環境学習・主体間の連携の促進
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